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今後の高齢化の進展や医療の高度化などに伴い、看護師のニーズはますます高くな

ることが見込まれ、団塊の世代が 75歳以上となる平成 37（2025）年には、看護職員

が約 196～206万人必要と推計されています。 

看護師は 9割以上が女性であり、その退職理由は出産・育児が最も多く、厚生労働

省の調査では、全国で約 71万人の潜在看護師がいると推計されています。今後の医

療・介護ニーズの増大と労働力人口の減少を考えると、看護師の養成とともに、離職

防止対策と離職中の看護師等の復職支援が重要な課題となっています。 

 

 

（１）愛知県ナースセンター 

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、公益社団法人愛知県看護協

会に委託して「愛知県ナースセンター」を設置し、看護師等就業促進事業や看護

に関する啓発活動、訪問看護支援事業などを実施しています。 

 

  

＜愛知県ナースセンターの概要＞ 
 

設置者 公益社団法人愛知県看護協会 

◆ 愛知県ナースセンター （昭和区円上町 26 番 15号 愛知県高辻センター1階） 

・開設：平成５年４月     ・職員数：７名 

 

◆ 名駅支所 （中村区名駅 4 丁目 4-38 ウインクあいち 17階） 

・開設：平成２７年７月    ・職員数：３名  

 

◆ 豊橋支所 （豊橋市駅前大通 2 丁目 33 番地の 1 開発ビル 4階） 

・開設：平成１５年５月    ・職員数：２名  

 

 

愛知県ナースセンターでは、就職先を探している看護師と、看護師を雇用した

いと考えている施設に登録していただき、無料で職業紹介をしています。 

ナースセンターを経由して就職する人の数は、例年 700人前後で推移していま

すが、求人登録を行っている医療機関の期待には十分応えられていない状況です。 

２．看護師確保対策 
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そこで、求職者の利用促進を図るため、平成 27年 7月に、交通至便で求職者が

利用しやすい名古屋駅前のウィンクあいちに名駅支所を開設しました。 

名駅支所開設の効果もあり、平成 27年度の就職者数は 853人で、最近の 5年間

では最大となりました。 

 

 

＜ナースセンターを利用した就職者数＞ 

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

就職者数 678人 774人 748人 682人 853人 

 

 

 

＜ナースセンター名駅支所における相談の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、愛知県ナースセンターでは、平成 25 年度からハローワークと連携して、

巡回相談を実施しています。 

巡回相談は、あいちマザーズハローワーク始め 7カ所のハローワークで開設し、

ブランクがある方への復職相談や、看護職の方の求人・求職情報に関する相談等

を行いました。 
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＜平成 27年度の巡回相談の実績＞ 

ハローワーク名 巡回回数 来所者 登録者 就職者 

マザーズ 月２回 ５５人 ４６人 ３１人 

豊 橋 月１回 ２７人 ２６人 １４人 

一 宮 月１回 ２６人 ２４人 １５人 

岡 崎 月１回 ３５人 ３３人 ２１人 

春日井 月１回 ３５人 ３４人 １９人 

豊 田 月１回 ２３人 ２０人 ５人 

半 田 月１回 １８人 １６人 ４人 

 

 

（２）愛知県看護研修センター 

看護職員の継続教育を推進する拠点として、県立総合看護専門学校内に愛知県

看護研修センターを設置し、看護教員等指導者の養成や新人看護職員合同研修、

看護職カムバック研修などの事業を実施しています。 

    

看護職カムバック研修は、ブランクがあって復職に不安がある方のための復職

支援として、基本的な技術から最新の医療情報など、職場復帰に必要な技術や知

識を習得していただくことを目的とするものです。 

平成 15年度の事業開始から平成 27年度までの 13年間で、1,710人の方が受講

され、このうち 868人の方が職場復帰を果たしました。 

 

＜看護職カムバック研修の受講人数と就業者数＞ 

年度 参加者数（人） 就業者数（人） 

１５年度 １０３ ５４ 

１６年度 １２５ ５８ 

１７年度 １０６ ５１ 

１８年度 １３４ ７３ 

１９年度 １３４ ６３ 

２０年度 １１８ ４９ 

２１年度 １３１ ６２ 

２２年度 １０４ ５２ 

２３年度 ８８ ３８ 

２４年度 １２７ ６８ 

２５年度 １４２ ８４ 

２６年度 １９６ １０１ 

２７年度 ２０２ １１５ 

合計 １，７１０ ８６８ 
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看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正され、看護師などの免許を持ちなが

ら、仕事に就いていない方に、氏名や連絡先などの情報をナースセンターへ届け出る

制度が、平成 27年 10月から努力義務化されました。 

届出制度では、ナースセンターが離職中の看護師等の方とつながりを保ち、それぞ

れの状況に応じて、復職に向けた研修、無料の職業紹介、相談員によるアドバイスや

情報提供等の支援を行います。 

愛知県ナースセンターでは、平成 28年度から、離職中の看護職を対象に看護職員

復職支援交流会を開催することとしています。 

  また、より身近な地域で相談ができるようナースセンター職員が出張巡回相談を実

施することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料：厚生労働省ＨＰ） 

平成 28年度以降の取組 


